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６ 利用に関する基本項目 

（３）使用料 

「国分寺市 使用料・手数料の適正化方針（平成23年９月）」に基づ

き、諸室の利用や貸出しに際しては、市民全体の負担の公平性の観点

から、受益者負担を原則とします。適切な使用料を徴収し、本施設に

おける安定したサービス提供に必要な経費の財源の確保に努めていき

ます。 

① 使用料の設定 

諸室等の使用料については、新しい施設となることから、諸室等の

規模なども踏まえ、近隣自治体や類似施設の状況等にも十分配慮しな

がら、適正な水準を設定していく必要があります。ただし、市民と市

外利用者における使用料の設定には適切に配慮します。 

なお、近年の物価上昇等により諸経費の増大傾向が顕著な社会・経

済動向に鑑みて、利用者負担が増となる可能性を踏まえ、激変緩和措

置等についても検討が求められます。 

② 減免制度 

施設利用の促進を図るため、使用料の適切な減免制度を設定しま

す。本施設を構成する施設・機能ごとの具体的な減免制度について

は、今後、それぞれの特性や市全体のバランス等を踏まえながら慎重

に検討していきます。 
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